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請願・陳情の提出方法
請願・陳情の様式は、取手市ホームページの
議会のページからダウンロードできますので、
ご利用ください。
なお、提出について、ご不明な点がございま
したら、お気軽に議会事務局までお問い合わ
せください。
（請願の様式例）

○○○○○を求める請願
紹介議員　××××

請願者代表住所
　　　　　氏名　　　　　　㊞

・請願趣旨

・請願事項
以上、地方自治法第 124 条の規定により請願いたします。
平成　　年　　月　　日
取手市議会議長　殿

住　　　　　所 氏　　　　　名

請　

願

陳　

情

●
黒
字
の
国
民
健
康
保
険
税
引

き
下
げ
を
求
め
る
請
願
書
…
不

採
択

　

国
民
健
康
保
険
税
の
引
き
下

げ
、
保
険
証
の
取
り
上
げ
を
や

め
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
。

〔
紹
介
議
員
〕

　

加
増
議
員

〔
討
論
〕

遠
山
議
員
…
国
保
加
入
者
の
暮

ら
し
を
守
り
、
安
心
し
て
医
療

機
関
に
か
か
れ
る
制
度
と
す
る

た
め
に
、
日
本
共
産
党
は
一
貫

し
て
国
保
税
の
引
き
下
げ
、
減

免
制
度
の
実
現
を
求
め
て
き
た
。

　

引
き
続
き
取
り
組
む
こ
と
を

表
明
し
、
賛
成
。

平
議
員
…
持
た
な
い
と
言
わ
れ

て
い
る
公
的
医
療
保
険
を
持
た

せ
る
よ
う
頑
張
る
べ
き
。
制
度

が
借
金
だ
ら
け
に
な
り
立
ち
行

か
な
く
な
る
構
図
と
一
緒
に
第

２
、
第
３
医
療
技
術
の
弊
害
も

議
論
し
て
い
く
べ
き
。
反
対
。

●
守
谷
市
・
取
手
市
の
図
書
館

相
互
利
用
に
関
す
る
協
定
に
つ

い
て
の
陳
情
…
採
択

　

守
谷
市
・
取
手
市
の
図
書
館

相
互
利
用
に
関
す
る
協
定
書
の

締
結
に
つ
い
て
、
平
成
26
年
度

を
最
終
目
標
に
調
整
を
図
る
こ

と
を
求
め
る
も
の
。

左から取手図書館、守谷中央図書館（守谷市大柏）、ふじしろ図書館

●
市
立
図
書
館
の
開
館
時
間
変

更
に
つ
い
て
の
陳
情
書
…
不
採

択
　

土
曜
日
・
日
曜
日
の
図
書
館

開
館
時
間
を
午
後
９
時
ま
で
（
現

在
は
午
後
６
時
ま
で
）
延
長
す

る
た
め
に
、
図
書
館
管
理
運
営

規
則
の
見
直
し
を
求
め
る
も
の
。

〔
討
論
〕

関
戸
議
員
…
利
用
時
間
、
利
用

人
数
を
見
て
い
く
と
や
は
り
場

所
の
問
題
が
大
き
い
。
東
急
跡

地
に
図
書
館
を
移
せ
ば
夜
で
も

通
勤
者
が
使
え
る
。
そ
う
い
う

道
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い

か
。
賛
成
。

―
―
―

○―
―

○―
―

○―
―
―

●
取
手
市
民
の
権
利
と
義
務
に

関
す
る
陳
情
…
不
採
択

　

市
が
被
告
と
な
る
損
害
賠
償

請
求
事
件
（
民
事
裁
判
）
に
関

す
る
、
水
戸
地
方
裁
判
所
龍
ヶ

崎
支
部
か
ら
送
付
さ
れ
た
訴
状

の
公
開
を
求
め
る
も
の
。

〔
討
論
〕

池
田
議
員
…
裁
判
所
に
問
い
合

わ
せ
た
と
こ
ろ
、
訴
状
は
被
告

に
送
ら
れ
た
段
階
か
ら
裁
判
所

で
閲
覧
で
き
る
と
の
こ
と
。
情

報
が
公
開
で
き
る
状
態
と
考
え

れ
ば
非
開
示
に
す
る
理
由
に
な

ら
な
い
。
賛
成
。

●
取
手
市
議
会
基
本
条
例
の
改

廃
と
政
務
調
査
費
（
※
）
の
廃

止
に
関
す
る
陳
情
…
不
採
択

　

取
手
市
議
会
基
本
条
例
第
５

条
３
項
及
び
４
項
の
改
廃
及
び

政
務
調
査
費
に
関
す
る
条
例
及

び
規
則
の
廃
止
を
求
め
る
も
の
。

●
小
学
校
・
中
学
校
に
お
け
る

放
射
線
に
つ
い
て
の
副
読
本
に

対
す
る
陳
情
…
不
採
択

　

副
読
本
の
配
布
中
止
及
び
回

収
と
副
読
本
の
内
容
変
更
の
意

見
書
提
出
を
求
め
る
も
の
。

〔
討
論
〕

関
戸
議
員
…
副
読
本
を
読
ん
で
、

い
ま
だ
に
原
発
の
安
全
神
話
に

と
り
つ
い
た
方
で
つ
く
ら
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
疑
念
を
抱
い
て
い

る
。
回
収
に
よ
り
日
本
の
安
全

神
話
が
お
か
し
い
こ
と
を
改
め

て
知
っ
て
ほ
し
い
。
賛
成
。

小
嶋
議
員
…
書
い
て
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
か
ら
回
収
す
る

必
要
は
全
く
な
い
。
正
し
い
知

識
が
書
い
て
あ
る
。
反
対
。

池
田
議
員
…
副
読
本
の
内
容
自

体
に
問
題
が
あ
る
。
委
員
会
の

中
で
、
教
育
委
員
会
で
も
似
た

よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
る
と

感
じ
た
。
内
容
変
更
に
つ
い
て
、

考
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
同
じ
。

賛
成
。

皆
さ
ん
の
希
望
で
す 

請
願
・
陳
情

請
願
は
、
皆
さ
ん
が
国
や
県
、
市
区
町
村
に
対
し
、
一
定
の
希
望
を
述
べ
る
も
の
で
す
。

憲
法
に
は
、
国
民
の
基
本
的
権
利
と
し
て
請
願
権
（
第
16
条
）
が
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。

陳
情
は
、
法
で
定
め
ら
れ
た
権
利
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
取
手
市
議
会
で
は
、
請
願
と
同
様
に
審
議
し
て
い
ま
す
。

取手市議会基本条例（一部抜粋）

第５条

第３項　議会は、請願及び陳情を政策提案として
受け止め、これらの提出者から発言の申出があっ
たときは、特別の理由がない限り、提出者代表の
意見を聴く機会を設けなければならない。

第４項　常任委員会、議会運営委員会及び特別委
員会の委員長は、必要があると認めるときは、委
員会に諮り市民の発言を許可することができる。

※ただし、第３項の規定については、当分の間、
委員会のみで行うものとします。

市
村
議
員
…
ど
の
よ
う
な
立
場

で
何
を
伝
え
る
た
め
に
書
い
た

も
の
か
明
確
に
す
べ
き
。
放
射

能
は
危
険
と
書
い
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
賛
成
。

―
―
―

○―
―

○―
―

○―
―
―

　

次
の
陳
情
は
慎
重
審
査
を
期

す
た
め
、
次
の
定
例
会
ま
で
継

続
審
査
と
な
り
ま
し
た
。

●
障
害
者
の
為
の
ケ
ア
ホ
ー
ム

設
置
に
関
す
る
陳
情

●
外
来
水
生
生
物
に
関
す
る
陳

情

文部科学省発行の放射線副読本　小学生用（左）、中学生用（右）

●
政
務
調
査
費
（
※
）
に
関
し
、

議
会
議
決
及
び
監
査
結
果
の
処

理
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第

98
条
に
よ
る
検
査
を
求
め
る
陳

情
…
不
採
択

　

平
成
23
年
第
４
回
定
例
会
に

お
け
る
政
務
調
査
費
返
還
の
議

決
及
び
陳
情
者
が
行
っ
た
住
民

監
査
結
果
に
つ
い
て
の
確
認
と

検
査
を
求
め
る
も
の
。

※
政
務
調
査
費
…
地
方
自
治
体

が
そ
の
議
会
の
議
員
の
調
査
研

究
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費

の
一
部
と
し
て
、
議
員
又
は
会

派
に
交
付
す
る
金
銭
的
給
付
。

　

取
手
市
で
は
、
会
派
に
対
し

て
、
そ
の
会
派
に
４
月
初
日
時

点
で
所
属
す
る
議
員
数
に
10
万

円
を
乗
じ
た
額
を
毎
年
交
付
し

て
い
ま
す
。


